
 

聖籠町告示第３７号  

聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱を次のように定め

る。  

令和元年９月３０日  

                   聖籠町長 西脇 道夫  

   聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支

援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、法、介護保

険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及

び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この告示において使用する用語の意義は、法、政令、省令、

介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため

の指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）及び地域支援事業

実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省

老健局長通知別紙）の例による。  

 （事業の内容）  

第３条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。  

 （１） 介護予防・生活支援サービス事業（以下「第１号事業」とい  

う。）のうち、次に掲げる事業  

  ア 訪問型サービス  

   （ア） 介護予防訪問介護相当サービス  

   （イ） 訪問型サービスＡ  

  イ 通所型サービス  

   （ア） 介護予防通所介護相当サービス  

   （イ） 通所型サービスＡ  

  ウ 介護予防ケアマネジメント  



 

 （２）一般介護予防事業  

  ア 介護予防把握事業  

  イ 介護予防普及啓発事業  

  ウ 地域介護予防活動支援事業  

  エ 一般介護予防事業評価事業  

  オ 地域リハビリテーション活動支援事業  

 （総合事業の実施方法）  

第４条 第１号事業のうち次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の

３第１項の規定に基づき町長が指定する者（以下「指定事業者」と

いう。）により実施する。  

 （１） 介護予防訪問介護相当サービス  

 （２） 訪問型サービスＡ  

 （３） 介護予防通所介護相当サービス  

 （４） 通所型サービスＡ  

２ 町長は、前項各号に規定する事業以外の総合事業については、法

第１１５条の４７第４項の規定に基づき適切に事業を実施できると

認める者に委託して実施することができる。  

 （第１号事業の利用対象者）  

第５条 第１号事業を利用することができる者（以下「居宅要支援被

保険者等」という。）は、次のいずれかに該当する者とする。  

 （１） 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被

保険者  

 （２） 省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第１号被保険

者（以下「事業対象者」という。）  

 （事業対象者の判定）  

第６条 事業対象者の判定は、省令第１４０条の６２の４第２号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示

第１９７号）に基づき定める基本チェックリスト（様式第１号）を

用いて行うものとする。  

 （事業対象者の認定手続き）  



 

第７条 事業対象者の認定を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、基本チェックリストに介護保険被保険者証を添えて、町長

に提出しなければならない。  

２ 町長は、基本チェックリストの質問項目に対する回答を別表１に

掲げる基準に照らし、認定の可否について決定し、申請者に総合事

業対象者判定通知書（様式第２号）により通知するものとする。  

 （第１号事業の利用手続き）  

第８条 居宅要支援被保険者等が第１号事業を利用しようとするとき

は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書（様式第３号）を町長に

提出しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者であって、

法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援を受けている者は、

この限りではない。  

 （指定事業者による第１号事業の実施）  

第９条 指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 （第１号事業に要する費用の額）  

第１０条 指定事業者が行う第１号事業（以下「指定第１号事業」と

いう。）に要する費用の額の算定に関する基準は、町長が別に定める。 

 （第１号事業支給費に係る支給限度額）  

第１１条 居宅要支援被保険者が指定第１号事業を利用する場合の第

１号事業支給費の支給限度額は、法第５５条第１項の規定の例によ

り算出した額とする。  

２ 事業対象者が指定第１号事業を利用する場合の第１号事業支給費

の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介

護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第

３３号）第２号イに規定する単位数により算出した額とする。  

３  居宅要支援被保険者が指定第１号事業及び介護予防サービス等

（介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下

この条において同じ。）を利用するときは、指定第１号事業の支給額

及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第１項の支給限度額

を超えることができない。  



 

 （高額介護予防サービス費等相当事業）  

第１２条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合

算介護予防サービス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等

相当事業」という。）を実施するものとする。  

２ 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額そ

の他の高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、

法第６１条及び第６１条の２の規定を準用する。  

 （指導及び監査）  

第１３条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業

者に対して、指導及び監査を行うことができる。  

 （委任）  

第１４条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要

な事項は、町長が別に定める。  

附 則  

 この告示は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 

  



 

別表１（第７条関係）  

 

①  様式第 1 号の基本チェックリストに規定する質問項目 (以下この表において

「質問項目」という。 )No.1 から 20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当  

②  質問項目 No.6 から 10 までの 5 項目のうち 3 項目以上に該当  

③  質問項目 No.11 から 12 までの 2 項目の全てに該当  

④  質問項目 No.13 から 15 までの 3 項目のうち 2 項目以上に該当  

⑤  質問項目 No.16 に該当  

⑥  質問項目 No.18 から 20 までの 3 項目のうちいずれか 1 項目以上に該当  

⑦  質問項目 No.21 から 25 までの 5 項目のうち 2 項目以上に該当  
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別記様式第１号（第６条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

様式第２号（第７条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

 

         様  

 

聖籠町長        

 

総合事業対象者判定通知書  

 

 

 次のとおりに、総合事業対象者の判定結果が出ましたので通知しま

す。  

 

被保険者番号  
 

 

被保険者氏名  
 

 

 

基本チェックリスト実施日  年  月  日  

判定結果  
 

 

判定理由  

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第８条関係）  

 

 

介護予防ケアマネジメント依頼届出書  

 

被保険者氏名  被保険者番号  

フリガナ            

 生年月日  性別  

 

年  月  日  
男・女  

介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター  

地域包括支援センター名及び  

事業者番号  
地域包括センターの所在地  

 

 

 

          

 聖籠町長 様  

 

  上記の地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依

頼することを届出します。  

 

    年  月  日  

被保険者 住 所  

     氏 名          ㊞  

     電話番号   （   ）  

備 考  
 

 

 

 


